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磯部小学校ＰＴＡ規約

第１章 名称及び目的
第 １条 本会は，磯部小学校ＰＴＡと称し，事務局を磯部小学校内に置く。
第 ２条 本会は，会員相互の協力により，児童の健全な心身の発達と福祉の増進をはかり，

あわせて会員の教養と親睦を深めることを目的とする。
第 ３条 本会は，前条の目的を達成するため，次のことを行う。

１ 家庭と学校の連絡を密にして，児童の生活環境を良くし，併せて児童の訓育に協力する。
２ 父母と教職員の協力により，保健体育の向上に努め，児童の健康増進を図る。
３ 学校設備の改善充実について，会員の関心を深め，適正な支援をする。
４ 会員相互の教養を高め，教育に対する理解を深め，これを推進する。
５ 教職員の教育活動について，援助する。
６ その他，教育振興上必要な事業を行う。

第２章 方針
第 ４条 本会は，教育を本旨とする民主団体である。よって，本会及び役員は，本会の名をもって，

営利的・宗教的・政治的な活動は行わない。
第 ５条 本会は，教育振興を計るため，教育問題について討議し，意見を具申し，あるいは参考

資料を提供するが，直接学校の管理や教育方針，または，教職員の人事には干渉しない。

第３章 会員
第 ６条 次に掲げる者は，本会の会員とする。

１ 児童の父母，またはこれに代わる者。
２ 磯部小学校に在職する教職員。

第４章 会計
第 ７条 本会の経費は，会費及びその他の収入による一般会計と寄付金及びその他の収入による特別

会計をもって充てる。
第 ８条 会費は，一世帯月額３００円とし，二人目より一人につき，１００円徴収する。
第 ９条 本会の会計年度は，４月１日に始まり，翌年の３月３１日に終わる。

第５章 役員
第１０条 本会の役員及び任務は，次の通りとし，任期は１か年とする。再選は妨げない。但し、補欠

で役員になった者は，残任期間とする。
１ 会 長 １名 会務を整理し，本会を代表する。
２ 副会長 ４名 会長を補佐し，会長事故あるときは，その職務を代行する。
３ 総 務 ５名以上 会の運営に関する庶務を行う。
４ 会 計 ２名 会計事務を処理し、総会において報告する。
５ 監 査 ２名 会計事務を監査し、総会にて報告する。

第１１条 会長は，選考委員によって指名され，他の役員は，会長の意向を受け，選考委員によって選
出される。選考委員の選出は，運営細則で定める。

第１２条 １１条の決定事項は，全会員による紙上信任投票により決定される。なお，決定は，有効投
票数の過半数決定とする。

第１３条 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が指名する。



第６章 会議
第１４条 会議は，総会，全体委員会，実行委員会，役員会，常任委員会とする。
第１５条 総会は，毎年始めに開き，次の事項を行う。但し，会長が必要と認めたとき及び会員の５分

の１の要求があれば，臨時に開くことができる。
１．規約の改正 ２．役員の紹介 ３．予算の決定・決算の承認
４．事業の計画及び決定 ５．その他 必要な事項

第１６条 全体委員会は，総会に次ぐ決議機関で，全委員をもって組織し，会長が招集する。
第１７条 実行委員会は，次の者をもって構成する。

１．第１０条に定める役員 ２．学校長及び教頭
３．正・副常任委員長 ４．特に会長より指名された者

第１８条 実行委員会は，次の事柄を行う。
１．議案の作成 ２．事業計画の作成と執行 ３．選考委員の選出

第１９条 役員会は，次の事柄を行う。
１．議案の作成 ２．事業計画の作成と執行

第２０条 常任委員会は，各学級・地区から選出された委員をもって構成し，次の委員会を設ける。尚，
委員の任期は，１か年とし，選出数は運営細則で定める。

１ 学級委員会･･････････････学級児童の福祉増進に努め，各学級間の連絡調整にあたるとと
もに，会員相互の研修に努める。

２ 文化厚生委員会･･････････広報いそべ・フレンズを発行し，委員会の活動状況や会員の声,
学校の状況等を知らせるとともに，会員親睦と融和を図る。

３ 地区委員会･････････････児童の地域における生活指導，会員相互の連絡協議にあたるとも
に，子ども会の育成に協力する。

第２１条 常任委員会の外，必要に応じ会長が指名し，実行委員会の承認を得た委員をもって特別委員
会を設けることができる。但し，目的達成後は，速やかに解散する。

第２２条 常任委員会は，役員会の選出により会長が、委員長（１名）を指名し、委員長の指名もしく
は委員の互選により副委員長（２名）を選出する。

第２３条 常任委員会（特別委員会を含む）の事業計画は，実行委員会に諮らねばならない。
第２４条 本会議は，３分の１を定足数とし，決定は過半数決定とする。

第７章 付則
第２５条 本会の任務遂行に必要な規定は，細則にこれを定める。尚，細則の制定・改廃は，実行委員

会の承認を必要とする。
第２６条 本会の規約の制定・改廃は，総会において出席者の３分の１以上の支持を得なければならな

い。
第２７条 本規約は，昭和２５年 ４月 １日より実施する。

昭和４８年 ４月 １日一部改正
昭和５３年 ４月 １日一部改正
平成 ３年１２月１９日一部改正
平成 ７年 ４月１５日一部改正
平成１０年 ４月１８日一部改正
平成１４年 ４月２０日一部改正
平成１５年 ４月１９日一部改正
平成２１年 ４月２５日一部改正
平成２４年 ４月２１日一部改正
平成２６年 ４月２６日一部改正



磯部小学校ＰＴＡ

運営細則

第 １条 ７条の特別会計の運用は，実行委員会で企画運用し，総会において報告しなければなら
ない。

第 ２条 １０条の２．の副会長４名のうち２名は女性を選出する。どちらか１名は女性代表とし
坂井市ＰＴＡ連合会 母親委員会も担当とする。

第 ３条 １０条の３．４．の総務会計の内，それぞれ１名は学校職員より選出する。
第 ４条 １１条の役員選考委員の人数は，８名とし，規約２０条（１．２．）の委員会から

各１名と，規約２０条（３．）の委員会は各ブロックより１名とする。
［四ツ屋 ・ 南横地１区 ・ 南横地３区 ・ 九頭竜大橋］
［北横地１区 ・ 北横地３区 ・ 羽崎 ・ 南横地２区］
［上安田 ・ 下安田 ・ 北横地２区］
［高柳 ・ 磯部新保１区 ・ 磯部新保２区 ・ 北横地４区 ・ 宇随 ・ 安田新］
［九頭竜１区 ・ 九頭竜２区 ・ 磯部福庄］
［熊堂 ・ 四郎丸 ・ 今市 ・ 反保 ・ 磯部島１区 ・ 磯部島２区］
の各ブロックより１名ずつ。
（八丁は１家族のみで、負担が大きいので免除します）

第 ５条 ２０条（３．）の常任委員の選出基準を次の通りとする。
地区より選出される委員
四ツ屋････････１名 下安田･･･････１名 今市･･････････１名
北横地１区････１名 安田新･･･････１名 反保･･････････１名
北横地２区････１名 磯部福庄･････１名 磯部島････････１名
北横地３区････１名 羽崎･････････１名 九頭竜１区････１名
北横地４区････１名 熊堂･････････１名 九頭竜２区････１名
高柳･･････････１名 磯部新保･････１名 九頭竜大橋････１名
南横地････････１名 宇随･････････１名 八丁･･････････１名
上安田････････１名 四郎丸･･･････１名

但し、選出された委員が委員会を欠席する場合は、選出された方が責任を持って交代者
を選出する。

第 ６条 本会は，主旨に則り，児童の福祉と会員の親睦を図るための慶弔の意を表す規定を内規
として別に定める。

第 ７条 本規則は，昭和５６年 ４月２０日より実施する。
平成 ３年１２月１９日一部改正
平成 ７年 ４月１５日一部改正
平成 ９年 ４月１９日一部改正
平成１４年 ４月２０日一部改正
平成２１年 ４月２５日一部改正
平成２４年 ４月２１日一部改正
平成２９年 ４月２２日一部改正
令和 ２年 ６月１８日一部改正



顧問 副会長（４名）

役員会 学級委員会

総務（５名）
※先生１名

会長 実行委員会 地区委員会 会員

会計（２名）
※先生１名

全体委員会 文化厚生委員会

監査（２名）

総会 各委員会

ＰＴＡ組織図（案）

磯部小学校ＰＴＡ

委　員　会　名 人　数

地区委員会 約２７名

ふれあい学級など学級の親睦及び家族の絆を深める

ことに係わること，運動会企画運営（準備・協力）

ＰＴＡ機関誌「広報いそべＦＲＩＥＮＤＳ」発行，

発行に係わるアンケート等，ＰＴＡリサイクル

資源回収（年二回），校区内危険箇所の点検等

ＰＴＡ奉仕作業

具　　体　　的　　内　　容

学級委員会 約１８名

文化厚生委員会　 約１８名

※年度によって学級数等が変わるため，人数に若干の変更あり。



磯部小学校ＰＴＡ

委員会詳細

学級委員会

① 委員長・副委員長・委員選出

○委員長（１名）は、役員会の選出により会長が指名する。

○副委員長（２名）は、委員長の指名もしくは委員の互選により選出する。役員会にて承認する。

○委員は、各学級より１名、互選により紙上投票にて選出する。役員会にて承認する。

○選出された方が諸事情により辞退する場合は、選出された方が責任を持って交代者を選出する。

② 活動内容

○小学校行事である運動会の盛り上げイベント企画・運営。

○新しい学びや体験に触れ合う事を目的とした、ふれあい学級の企画・運営。

文化厚生委員会

① 委員長・副委員長・委員選出

○委員長（１名）は、役員会の選出により会長が指名する。

○副委員長（２名）は、委員長の指名もしくは委員の互選により選出する。役員会にて承認する。

○委員は、各学級より１名、互選により紙上投票にて選出する。役員会にて承認する。

○選出された方が諸事情により辞退する場合は、選出された方が責任を持って交代者を選出する。

② 活動内容

○PTA広報誌の発行。（シリーズ・特集・PTCA等、企画構成）

○PTA壁新聞の掲示物管理。 （企画・張替え等）

地区委員会

① 委員長・副委員長・委員・町子連役員選出

○委員長・副委員長は、役員会より指名または第１回地区委員会開催時に互選により選出する。

役員会にて承認する。

○委員は、各子ども会単位（子ども会がない地区は地区）より選出する。

○第１回地区委員会は、前年度の３月下旬に開催する。

○地区委員は、丸岡町子ども会育成連絡協議会の構成員を兼ねる。

○丸岡町子ども会育成連絡協議会への役員選出は、第１回地区委員会開催時に選出する。

○委員会を欠席する場合は地区から選出された方が責任をもって同じ地区から交代者を選出する。

② 活動内容

○資源回収、作業奉仕段取り。

○子ども会活動の活性化。（子ども会壁新聞、地域行事への参加協力）



ご試聴ありがとうございました

令和３年１２月


